
※※現在、奄美大島全域から果実等の持ち出しができます。

【問い合わせ先】

各市町村農政担当課
農林水産省門司植物防疫所名瀬支所 0997-52-0459
大島支庁農政普及課特殊病害虫係 0997-52-0299

“奄美群島の果樹・野菜”を守るために、引き続き地域ぐるみの取り組みをお願いします!!

農林水産省省省HPHPPPPPより引用

住民の皆さんには寄主植物除去・廃棄などに御協力いただき、ありがとうございました。
ミカンコミバエ侵入防止のため、引き続き以下の取り組みに、御協力をお願いいたします。

大島支庁 農政普及課

出荷や自家消費しない寄主植物は
伐採をお願いします。特にバンジ
ロウを率先して伐採してください。
今年３月までに幼虫の寄生が見つ
かった寄主植物は、６割以上がバ
ンジロウでした。

①伐採

収穫期を迎えたピーマン、トマ
ト、ナスなどの夏野菜は、収穫
遅れのないように適期収穫をお
願いします。

②収穫

農林水産省省省HPHHPPPPPより引用

幼虫（ウジ）が寄生している果
実を見つけた場合は、ビニー
ル袋に入れて密封し、市町村役
場の農政担当課に連絡してくだ
さい。

③連絡

・ミカン類、マンゴー、パパイア、バナナ、スモモ、バンジロウ、ピーマンなどの果実等に寄生する・ミカン類、マンゴー、パパイア、バナナ、スモモ、バンジロウ、ピーマンなどの果実等に寄生する
農業害虫です。農業害虫です。

・平成27年６月に奄美大島に侵入・再発生したため、平成27年12月より緊急防除を実施すること・平成27年６月に奄美大島に侵入・再発生したため、平成27年12月より緊急防除を実施することと
なり、奄美大島からの寄主果実の持ち出しが規制されました（一部地域除く）。誘。誘殺板設置・散布、
寄主植物除去・廃棄などの防除対策を行い、平成28年７月に根絶が確認されました。


